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議案第６０号 

   世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 占用料の額を改定する必要があるので、本案を提出する。 
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   世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 世田谷区道路占用料等徴収条例（昭和２８年６月世田谷区条例第１８号）の一部を 

次のように改正する。 

 別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の部から令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる施設の部までを次のように改める。 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第一種電柱 １本につき１年 ９，７４０ 

第二種電柱 １４，９００ 

第三種電柱 ２０，１００ 

第一種電話柱 ８，６９０ 

第二種電話柱 １３，９００ 

第三種電話柱 １９，１００ 

その他の柱類 ８６０ 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年 

８６ 

地下に設ける電線その他の線類 ５２ 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ８，５２０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

５，２１０ 

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１個につき１年 １７，３００ 

広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

２４，６００ 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７，３００ 

 道路予定区域の暫定

有効利用に係る駐車

施設 

１７，３００か

らＡに０．０５

を乗じて得た額

までの範囲内で

区長が別に定め

る額 
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法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０４メートル未満のも

の 

長さ１メートル

につき１年 

２００ 

外径が０．０４メートル以上０．

０７メートル未満のもの 

３６０ 

外径が０．０７メートル以上０．

１メートル未満のもの 

５２０ 

外径が０．１メートル以上０．１

５メートル未満のもの 

７８０ 

外径が０．１５メートル以上０．

２メートル未満のもの 

１，０４０ 

外径が０．２メートル以上０．３

メートル未満のもの 

１，５６０ 

外径が０．３メートル以上０．４

メートル未満のもの 

２，０８０ 

外径が０．４メートル以上０．７

メートル未満のもの 

３，６５０ 

外径が０．７メートル以上１メー

トル未満のもの 

５，２１０ 

外径が１メートル以上のもの １０，４００ 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

鉄道及び軌道 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７，３００ 

法第３２

条第１項

第４号に

掲げる施

設 

日よけ及び雨よけ 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７，３００ 

法第３２ 地下街及び 階数が１のもの 占用面積１平方 Ａに０．００４
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条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下室 メートルにつき

１年 

を乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに０．００７

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 １２，３００ 

地下に設ける通路 ７，４００ 

その他のもの １１，０００ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設

けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

２４０ 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２４，６００ 

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第４

７９号。 

以下「令」 

という。） 

第７条第

１号に掲

げる物件 

看板（アーチ式であるものを除く 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

２４，６００ 

標識 １本につき１年 １３，９００ 

旗ざお及び

幕 

祭礼、縁日等に際し、 

一時的に設けるもの 

占用面積１平方

メートル又は１

本につき１日 

２４０ 

その他のもの 占用面積１平方

メートル又は１

本につき１年 

２４，６００ 

アーチ式工

作物 

車道を横断するもの １基につき１年 ２４６，７００ 

その他のもの １２３，３００ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７，３００ 

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積１平方 Ａに０．０２４

｡) 
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メートルにつき

１年 

を乗じて得た額 

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

及び同条

第５号に

掲げる工

事用材料

置場 

板囲い、足場その他の工事用施設

及び工事用材料置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

２４，６００ 

危険防止施設 １０，３００ 

詰所 ２４，６００ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条

第７号に掲げる施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７，３００ 

 別表備考に次の１号を加える。 

  ９ 占用の期間が１月未満である場合の占用料の額は、この表の規定により算出

して得た額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和７年４月１日以後の占用に係る占用

料（世田谷区道路占用料等徴収条例第１条に規定する占用料をいう。以下同じ。）

について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 


